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第１章 総合戦略について 

 

 １ 総合戦略とは 

 

   村の「まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下、「総合戦略」という。）」は、ま

ち・ひと・しごと創生法第 10 条の規定に基づき、急速に進展する少子高齢化の

進展に的確に対応し、人口減少に歯止めをかけるとともに、村民一人ひとりが夢

や希望を持ち、豊かな生活を営むことができる社会の形成と人材の確保、多様な

就業の機会の創出を一体的に推進するため、「市町村まち・ひと・しごと創生総合

戦略」として定めるものです。 

 

 ２ 趣旨及び目的 

 

   村では、平成 27 年度に「第１期総合戦略」を策定し、村の魅力や賑わいを創

出し、地域を活性化するため各種の施策を展開してきました。 

   また、令和２年度に策定した「第２期総合戦略」では、第１期の取り組みを踏

襲するとともに、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の推進を踏まえ、時代に即し

た取り組みを推進してきました。 

   しかしながら、東京一極集中、全国的な人口減少・少子高齢化などの煽りを受

け、村の人口は最盛期（約 3,500人）からおよそ 20％減少し、別に定める人口ビ

ジョンの推計によれば人口減少は今後も継続し、2045 年には 2,000 人程度にま

で落ち込むだけでなく、人口構造にも大きな変革（生産年齢人口と老年人口の逆

転）が起こることが推定されています。 

   さらに、未曽有の感染症の世界的流行により、デジタル技術の導入が急速に進

んだことで、いわゆる「転職なき移住」が進み、地方創生にも追い風となったも

のの、一過性のものであり県央地区においても明暗が分かれ始めています。 

 

   今後、ますます大きな転換を迎えるであろう社会情勢を乗り越え、将来にわた

って持続していくためには、時代の潮流を確実に捉え、複雑化する行政需要に的

確に対応し、より発展的かつ挑戦的な村政運営により新しい取り組みを推進して

いくことが必要不可欠です。 

   「第３期総合戦略」は、そのような社会情勢にあっても、次代を担う若者が将

来に夢や希望を持って活躍できる環境を整備することで、持続可能な村づくりを

実現し、未来永劫に発展し続ける村を作り上げることを目的として策定したもの

です。 
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 ３ 位置付け（総合計画等との関係）・検証（進行管理） 

 

  （１）位置付け 

     第４次総合計画との整合を図るとともに、国の「デジタル田園都市国家構

想総合戦略」や神奈川県の「第３期神奈川県まち・ひと・しごと創生総合戦

略」を勘案し、策定しています。 

 

  （２）検証 

     総合戦略の推進にあたっては、ＰＤＣＡサイクルを確立し、有識者等によ

り構成される検証機関（推進委員会）による効果検証を踏まえ、必要に応じ

て見直を行います。 

 

 

 ４ 実行期間 

   令和７年度から令和 11年度までの５年間とします。  
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第２章 策定の前提 

 １ 人口の将来展望 

 

   村人口ビジョン（令和６年度改訂版）では、2020年国勢調査を基に算定した推

計値のモデルを活用し、合計特殊出生率と人口移動率等の条件設定を複数案作成

し、検証しました。 

 

 ①合計特殊出生率設定 ②生残率向上施策 ③移動率改善施策 

ケース１（社人研推計準拠） 補正なし 補正なし 補正なし 

ケース２（出生率改善）  

 

 

2040 年に 2.07 を達

成すると仮定し、そ

の間の増加率は按分 

補正なし 補正なし 

ケース３ 

（ケース２＋生残率改善） 

45～84 歳：＋0.005 

85 歳以上：＋0.100 

補正なし 

ケース４（封鎖人口推計） 補正なし 移動均衡：±0.000 

ケース５ 

（ケース３＋移動率改善） 

 

 

45～84 歳：＋0.005 

85 歳以上：＋0.100 

0～54 歳：＋0.050 

ケース６ 

（ケース５＋定住人口増） 

0～54 歳：＋0.100 

ケース７ 

（ケース５＋女性移住増） 

0～54 歳：＋0.050 

女性 20～44 歳：＋0.2 

将来人口推計の条件設定 

（出典：清川村人口ビジョン） 

 

   また、これらの条件に基づき算定した将来人口推計は、下表のとおりとなっ

ています。 

 

パターン１ 2020 2025 2030 2035 2040 2045 

ケース１（社人研推計準拠） 3,038 2,836 2,639 2,433 2,220 2,007 

ケース２（出生率改善） 3,038 2,850 2,674 2,494 2,314 2,136 

ケース３（ケース２＋生残率改善） 3,038 2,887 2,741 2,587 2,427 2,257 

ケース４（封鎖人口推計） 3,038 2,897 2,723 2,524 2,308 2,105 

ケース５（ケース３＋移動率改善） 3,038 2,954 2,874 2,787 2,696 2,595 

ケース６（ケース５＋定住人口増） 3,038 3,022 3,013 3,004 3,000 2,996 

ケース７（ケース５＋出産人口増） 3,038 3,001 2,975 2,963 2,970 2,998 

ケース別将来人口推計 

（出典：清川村人口ビジョン） 
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ケース別将来推計結果 

（出典：清川村人口ビジョン） 
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 ２ 現状との乖離と補正 

 

   第４次総合計画では、2033年の将来目標人口を 3,000人と設定しており、

2034年の総人口が 3,000人を達成している「ケース６」を目標とし、施策を展

開していくこととします。 

   しかしながら、総合戦略の策定基準日（2024年 10月）の総人口は、2,868人

となっており、「ケース６」の 2025年の総人口（3,022人）とは乖離が生じてい

ます。 

   これらのことから、総合戦略では直近の人口動向を反映し、実態に則した推

計値に補正するとともに、次期（第４期）総合戦略の策定を見据え、第４次総

合計画に掲げる将来目標人口の達成を長期的視点で目指していくこととしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補正後の将来人口展望 

 

 少子高齢化はわが国全体の問題であり、村単独で短期的な解決を図ることが困難

な状況となっています。 

 上記の補正結果に基づき、総合戦略期間である 2025年から 2029年までの５年間

においては、総人口を現時点（2024年 10月）の水準で維持しつつ、関係人口・交流

人口の創出施策や社会減抑制対策、出生率改善施策に取り組むことで、「水と緑あふ

れる心のふるさと」の実現や将来目標人口の達成に向けた土壌を築くものとし、次

期（第４期）総合戦略期間において総人口を 3,000人に到達させるべく、施策を展

開していくこととします。  
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第３章 地域ビジョン 

 １ 村づくりのビジョン 

 

   これまで村では第２期総合戦略に基づき、人口減少や少子高齢化へ立ち向かう

べく、地域資源の発掘や新たな魅力を創出しながら、子どもから高齢者の方まで

のあらゆる世代が活躍でき、安心して住み続けられる村づくりに取り組んできま

した。 

   これまでの多様な施策による成果をより一層伸ばすとともに、複雑化する行政

課題に着実に対応し、これまで以上の成果を生むための新たな施策を積極的に展

開していくため、第３期総合戦略においては、３つの基本的な視点を定め、これ

らの実現に向けたこれまでの施策効果の検証と新たな取り組みへの挑戦を推進

します。 

   また、目まぐるしく変化する社会情勢に対応すべく国が策定した「デジタル田

園都市国家構想総合戦略」や、国において持続可能な開発目標として決定された

「ＳＤＧｓアクションプラン」における視点を取り入れ、行政課題の解決に向け

た柔軟かつ的確なアプローチを展開していきます。 

 

 

  【基本的な視点】 

   『 新たな時代を切り拓く“スマートビレッジ”の構築 』 

      ○ デジタル技術を活用し、地域課題を迅速に解決する 

      ○ 年齢・性別に関わらず、活躍できる環境を整備する 

      ○ 新しい時代に対応した、持続可能な地域を創造する 

 

 

※スマートビレッジとは 

 これまで村では役場周辺に行政機能や商業施設

を集結させることで利便性を向上する「コンパク

トビレッジ」の取り組みを推進してきました。 

 これからの村づくりにおいては、「コンパクトビ

レッジ」の形成により得られた物理的・空間的な利

点に加え、デジタル技術を活用することでこれら

の生活基盤にどこからでもアクセスできる利便性

を備えることで、誰もが快適に暮らすことができ

る地域を目指すとともに、新たな価値を創出し、持

続可能な地域づくりに必要な機能を構築すること

を意味する造語です。  
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２ 目標設定の前提 

 

（１）デジタル田園都市国家構想総合戦略 

   国では、第２期総合戦略に基づき、情報支援や人材支援、財政支援等の施

策を推進してきましたが、テレワークや地方移住への関心の高まりなど、社

会情勢が大きく変化していることを踏まえ、2022年度に「デジタル田園都市

国家構想総合戦略」へと抜本的に改訂し、デジタルの力を活用した地方の社

会課題解決と、デジタル実装を下支えするための基礎条件整備を位置付けま

した。 

これにより、地方自治体は地域それぞれが抱える社会課題等を踏まえ、地域

の個性や魅力を活かした地域ビジョンを再構築し、効果的かつ効率的に課題解

決に取り組むこととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）持続可能な開発目標への配慮 

2015年９月、「誰一人取り残さない」社会を実現するため、17のゴール・

169のターゲットから構成されるＳＤＧｓが、国連サミットにおいて全会一致

で採決されました。 

国においては、首相を本部長とする持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進本

部の会合で、「ＳＤＧｓアクションプラン」が決定され、「（１）ＳＤＧｓと連

動する『Society5.0』の推進」、「（２）ＳＤＧｓを原動力とした地方創生」、

「（３）次世代・女性のエンパワーメント」の３つの柱に沿って具体的な取り

組みを進めていくものとされました。 

これまでの村づくりにおいても、持続可能な社会の実現に向け、すべての施

策を連動させることで総合的に施策を展開してきましたが、第３期総合戦略に

おいてもこの考え方を承継し、着実に持続可能な社会の実現に貢献していきま

す。 
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３ 基本目標の設定 

 

  地域ビジョンの実現に向け、第３期総合戦略においては、これまでの取り組み

を継承しつつ、より発展的かつ次世代を見据えた４つの基本目標を設定し、従来

の取り組みの継続及び強化、並びに新たな取り組みを推進します。 

 

 基本目標１  働きたい“仕事”をつくる             

 

   長期にわたって村の人口流出を抑制し、安定した地域をつくるためには、誰

もが安心して就労できる環境を創出し、安定的な地域経済を構築することが必

要です。 

   村の自然を活かして農業・林業・観光業を活性化し、“産業”への付加価値を

創出することでの若者の就労意欲を高め、継続的に従事できる環境となるよう

新たな視点から振興していきます。 

   また、積極的な企業誘導による村内雇用を創出し、本村の特性を活かした産

業の創出を目指します。 

 

  ＜数値目標＞ 

（生産年齢人口の増加に関する指標） 現状値 将来値 

 

 

 基本目標２  行ってみたい“魅力”をつくる           

 

   転出超過が続く現状を克服するには、新たな移住希望者を創出し、増やして

いく必要があります。宮ヶ瀬湖や丹沢山といった観光資源のほか、都心や市街

地からのアクセスの良さを強みとして来訪者を増やし、村の魅力を体感しても

らう機会を積極的に提供することで、活発な人口の交流を促進します。 

   また、空き家や空き地の活用と、多様な暮らし方ができる拠点と環境づくり

を推進し、移住意欲の向上を図ります。 

 

＜数値目標＞ 

（転入者・交流人口の増加に関する指標） 現状値 将来値 
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 基本目標３  叶えたい“未来”をつくる             

 

   先の見通せない現代社会においても、次の時代を担う若い世代が将来に夢や

希望を持つことができ、結婚、出産、子育て、教育に最適な場として選ばれる

地域づくりに取り組みます。 

   また、全国的に若い世代の結婚比率や出生率が低下している現状において、

結婚に対して前向きな感情を持つことができ、家庭を持ちたいという意欲を抱

くことができる環境を創出します。 

 

＜数値目標＞ 

（年少人口の増加に関する指標） 現状値 将来値 

 

 

 基本目標４  住み続けたい“地域”をつくる           

 

   2045年には生産年齢人口と老年人口の逆転が予想され、村の人口構成比率は

ますます不均衡となっていく中で、地域コミュニティや公共サービス等の維持

はますます困難な状況となっていくことから、若年層の帰村意識を高め、あら

ゆる世代が暮らしやすい地域づくりを目指します。 

   また、村が有する豊富な自然との親和性や村民相互のつながりを大切にする

ことで、村の歴史を後世に紡いでいく意識の醸成を図ります。 

 

＜数値目標＞ 

（総人口の増加に関する指標） 現状値 将来値 
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第４章 施策の体系    

  

働きたい“仕事”をつくる 

企業誘導による産業の創出 

協定企業や地域活性化起業人制度を活用した企業誘導 

村内雇用の創出 

労働者への経済支援 

未来ある創業の支援 

空き家やサテライトオフィスを活用した起業希望者への支援 

創業相談の実施 

誰もが活躍できる就労環境の促進 

価値ある産業への発展 

J－クレジット事業を活用した森林整備と間伐材利用の促進 

地域おこし協力隊制度等を活用した地域資源の可能性の探索 

農業と道の駅「清川」の連動機能の充実 

特産品きよかわブランド認定制度の運用 

行ってみたい“魅力”をつくる 

観光産業による交流人口の増加 

宮ヶ瀬湖畔園地の広域的な取り組みによるブランディングの推進 

大学連携による魅力開発プロジェクトの実施 

地域資源のレクリエーション活用方策の検討 

既存観光施設の機能強化 

居住環境の整備による移住の促進 

住宅取得を奨励する取り組みの実施 

空き家・空き地の不動産活用の実施 

時代の変化に合わせた居住スタイルの創出 

企業と連携した村に求められる居住地の研究 

情報発信と産官学との連携の強化 

時代に即した行政情報発信の手法検討 

ふるさと応援寄付金制度の新たな返礼品の発掘 

官民連携によるイベント参加型の各種ツーリズムの推進 

企業版ふるさと納税制度を活用した地域活性化の推進 

叶えたい“未来”をつくる 

未来につながる出会いの場の創出 

参加しやすい出会いの場の創出 

パートナーに関する相談やサポート体制の充実 

結婚後の新生活への経済的支援の充実 

子育てしやすい環境の整備 

妊娠、出産、育児にわたる継続的な支援体制の強化 

保育・預り事業の充実と利用条件緩和の調整 

孤立しない子育て環境の構築 

安心して心豊かに学べる教育環境の充実 

幼小中一貫校を中心とした世代間交流・地域交流の促進 

ICT を活用した先進的な教育環境の提供 

教育に係る経済的負担の支援 

住み続けたい“地域”をつくる 

活力ある地域の創出 

健康づくり、生きがいづくり活動への支援 

村民相互のつながりの維持とコミュニティの醸成 

イベントや文化・伝統行事を通じた交流機会の創出 

世代に応じた食育の推進 

安全・安心な地域の実現 

災害に対応する自助・共助・公助の防災・減災力の強化 

きよかわくらし応援館や公共交通、公園などの維持 

村域全体における見守り体制の構築 

持続可能な行政運営の推進 

デジタル技術を活用した課題解決と DX の推進 

良好な住環境と公共インフラの維持 

持続可能な財政基盤の確立に向けた行政改革と健全財政の推進 
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第５章 施策の展開   ※欄内の◎は推進会議の委員から意見があったものです。 

 基本目標１  働きたい“仕事”をつくる             
 
【重点施策１】 

企業誘導による産業の創出 

施策概要 

適正な土地利用と未利用地の積極的な活用を図り、民間事業者等

の参入を促すことで、村内での雇用を創出します。 

また、労働者への経済支援により安定的な生活基盤を確保しま

す。 

主な事業 

○ 協定企業や地域活性化起業人制度を活用した企業誘導 

○ 村内雇用の創出 

○ 労働者への経済支援 

ＫＰＩ ※地域産業の成長、新規産業の参入 

 

【重点施策２】 

未来ある創業の支援 

施策概要 

村内で創業・起業を希望する者へ支援を行うことで、事業活動の

促進を図ります。 

また、就労環境の改善に取り組む事業者への支援等を検討し、誰

もが活躍できる地域の実現を目指します。 

主な事業 

◎ 空き家やサテライトオフィスを活用した起業希望者への支援 

○ 創業相談の実施 

○ 誰もが活躍できる就労環境の促進  

ＫＰＩ ※働きがい、働きやすさ 

 

【重点施策３】 

価値ある産業への発展 

施策概要 

村が有する魅力的な地場産品や地域資源の消費拡大、地産地消を

推進することで、既存産業の振興を図ります。 

また、村の農業・林業・観光業を活性化し、地域資源のブランド

力を増すことで若者の就労意欲を高め、継続的に従事できる環境と

なるよう新たな視点から振興していきます。 

主な事業 

○ Ｊ－クレジット事業を活用した森林整備と間伐材利用の促進 

◎ 地域おこし協力隊制度等を活用した地域資源の可能性の探索 

○ 農業と道の駅「清川」の連動機能の充実 

○ 特産品きよかわブランド認定制度の運用 

ＫＰＩ ※魅力度向上、市場規模拡大 
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 基本目標２  行ってみたい“魅力”をつくる           

 
【重点施策１】 

観光産業による交流人口の増加 

施策概要 

宮ヶ瀬湖畔園地や道の駅「清川」などの拠点を核とした観光振興

に取り組み、村への来訪を促進することで交流人口の増加を図りま

す。 

また、県央やまなみ地域における連携の強化に関する協定に基づ

く周辺自治体との周遊機能の強化により、相乗的な観光促進に取り

組みます。 

主な事業 

◎ 宮ヶ瀬湖畔園地の広域的な取り組みによるブランディングの

推進 

◎ 大学連携による魅力開発プロジェクトの実施 

○ 地域資源のレクリエーション活用方策の検討 

○ 既存観光施設の機能強化 

ＫＰＩ ※交流人口拡大、観光産業成長 

 

【重点施策２】 

居住環境の整備による移住の促進 

施策概要 

交流人口や活動人口の増加を図るため、居住できる環境を整備

し、移住意欲の高揚を図ります。 

また、空き家や空き地の利活用を促進し、移住意欲のある村外者

に対する住居の提供や住宅取得支援を促進します。 

主な事業 

○ 住宅取得を奨励する取り組みの実施 

○ 空き家・空き地の不動産活用の促進 

○ 時代の変化に合わせた居住スタイルの創出 

○ 企業と連携した村に求められる居住地の研究 

ＫＰＩ ※移住意欲創出、住宅提供拡大 
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【重点施策３】 

情報発信と産官学との連携の強化 

施策概要 

村が有する魅力や住みやすさを積極的に村外へ発信し、県内唯一

の村としての知名度の向上と来訪意欲の高揚を図ります。 

また、民間事業者と連携しながら各種事業を進めるうえで、双方

にメリットを生むことができる手法の構築を図ります。 

主な事業 

○ 時代に即した行政情報発信の手法検討 

○ ふるさと応援寄附金制度の新たな返礼品の発掘 

◎ 官民連携によるイベント参加型の各種ツーリズムの推進 

○ 企業版ふるさと納税制度を活用した地域活性化の推進 

ＫＰＩ ※情報発信手法、情報量、取得者増加 
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 基本目標３  叶えたい“未来”をつくる             

 
【重点施策１】 

未来につながる出会いの場の創出 

施策概要 

若い世代同士の出会いの場を提供するとともに、結婚に対

する前向きな意識をサポートする体制を構築します。 

また、結婚後の新生活における不安を払しょくし、安心した

新婚生活を迎えることができるよう、経済的支援の充実を図

ります。 

主な事業 

○ 参加しやすい出会いの場の創出 

○ パートナーに関する相談やサポート体制の充実 

○ 結婚後の新生活への経済的支援の充実 

ＫＰＩ ※結婚促進、支援業務拡大 

 

【重点施策２】 

子育てしやすい環境の整備 

施策概要 

 子育て世帯において働き方が多様化する中、仕事と子育て

を両立するための支援体制を充実させるとともに、妊娠から

出産、子育てに至るまでの健康面・精神面、また経済的な負担

を軽減できるよう支援を行い、子育てしやすい環境を構築し

ます。 

主な事業 

○ 妊娠、出産、育児にわたる継続的な支援体制の強化 

○ 保育・預かり事業の充実と利用要件緩和への調整 

○ 孤立しない子育て環境の構築 

ＫＰＩ ※出生、サポート体制 

 

【重点施策３】 

安心して心豊かに学べる教育環境の充実 

施策概要 

恵まれた環境の中で、心豊かに成長できるよう、学校教育に

おける多様かつ先進的な学びを提供し、子どもたちの健全な

育成を支援します。 

また、幼小中一貫校における世代間交流と地域全体で子ど

もを見守る体制を構築し、安心して成長できる環境を整備し

ます。 

主な事業 

◎ 幼小中一貫校を中心とした世代間交流・地域交流の促進 

○ ＩＣＴを活用した先進的な教育環境の提供 

○ 教育にかかる経済的負担の軽減 

ＫＰＩ ※教育環境充実、GIGAスクール 
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 基本目標４  住み続けたい“地域”をつくる           
 
【重点施策１】 

活力ある地域の創出 

施策概要 

あらゆる世代が健康的で、いきいきとした生活を送れるよ

う、村民相互の交流機会を創出し、コミュニティや地域とのつ

ながりを維持します。 

また、レクリエーションなどの機会を積極的に提供し、村民

参加を促すことで、地域のにぎわいを創出します。 

主な事業 

○ 健康づくり、生きがいづくり活動への支援 

○ 村民相互のつながりの維持とコミュニティの醸成 

○ イベントや文化・伝統行事を通じた交流機会の創出 

○ 世代に応じた食育の推進 

ＫＰＩ ※生涯学習、サロン、地域活動 
 
【重点施策２】 

安全・安心な地域の実現 

施策概要 

日常生活における移動や購買活動などに支障をきたすこと

のないよう、きよかわくらし応援館や公共交通、公園などの維

持に努め、安定的な生活基盤を構築します。 

また、発生が予測される大規模災害への備えとして、防災・

減災力の強化に取り組むとともに、交通安全や防犯意識の高

揚を図り、安全で安心して暮らせる地域を実現します。 

主な事業 

○ 災害に対応する自助・共助・公助の防災・減災力の強化 

○ きよかわくらし応援館や公共交通、公園などの維持 

○ 村域全体における見守り体制の構築 

ＫＰＩ ※防災訓練、公共交通、生活利便性 
 
【重点施策３】 

持続可能な行政運営の推進 

施策概要 

複雑化する行政需要に的確かつ迅速に対応できる運営体制

を構築するとともに、デジタル技術を活用し、あらゆる行政課

題の解決を図ることで最適な行政サービスを提供します。 

また、村民との協働による村づくりを継続し、持続可能な地

域を創造します。 

主な事業 

○ デジタル技術を活用した課題解決とＤＸの推進 

◎ 良好な住環境と公共インフラの維持 

○ 持続可能な財政基盤の確立に向けた行政改革と健全財政

の推進 

ＫＰＩ ※業務工数削減、行政改革、業務効率化 
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